
 
2020年 4月 9日 

IMV株式会社 

プレスリリース 

「新型コロナウイルス 緊急事態宣言」 発令に伴う 対応について 

 

拝啓 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて 当社では新型コロナウイルス対策特別措置法（正式名称：新型インフルエンザ等対策特別措置法）

に基づく「緊急事態宣言」が発令されたことを受け、下記の通りの対応を実施いたします。この措置は

発令が解除されるまで継続します。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い

申し上げます。 

敬具 

 

記 

【基本方針】 

・お客様、従業員とその家族、地域社会を含む人命の尊重および安全を最優先とします。 

・感染拡大の極小化を図りつつ、事業の継続に努めます。 

 

◆従業員の業務形態への対応 

・指定対象区域の従業員は、原則として在宅勤務にて業務を行います。 

・感染防止対策を十分講じた上で、必要な業務に限り、最小限の人員が出社し対応いたします。 

 

◆テストラボ、及び保守メンテサービス業務について 

・お客様、従業員の安全が確保できる範囲で、できうる限り業務を継続いたします。 

・諸般の制限により、ご要望に沿えないケースや対応が通常より遅くなる可能性がございます。予めご

了解のほどお願いいたします。 

 

今後も、お客さまや従業員等の安全を最優先に感染拡大の防止を図り、国内での健康被害を最小限に抑

えるため、政府の方針や行動計画に基づき、迅速に対応方針を決定し実施してまいります。 

 

以上 


